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第１章 ハローワーク（公共職業安定所）からのお願い 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
この冊子を作成するに当たって、できるだけ分かりやすく、説明漏れのないように

心掛けましたが、ご不明な点などがありましたら、事業所を管轄するハローワーク（公

共職業安定所）までお問い合わせください。 
 

 

雇用保険関係の事務処理は、全国をオンラインで結ぶ「ハローワークシステム」に

より、各種届出書類の内容をそのまま機械（ＯＣＲ）で読み取り処理を行っています。 

 
雇用保険関係の各種届出について、とても便利な電子申請を利用する事業主の方が

年々増えていますので、来所による届出・申請をされている事業主の皆様は、是非、

便利な電子申請の利用をご検討ください。（詳しくは、P.181を参照ください。） 

◇ 電子申請なら、24 時間、365 日、いつでも申請可能です。 

◇ 電子申請なら、窓口での提出のように、待ち時間がかかりません。 

◇ 電子申請なら、来所する手間も、郵送費用もかかりません。 

◇ 電子申請なら、個人情報の持ち運びがなく、情報管理の安全性が高まります。 

 

また、

　雇用保険手続きにおいては、個人情報を取り扱いますので、個人情報漏洩リスクの

高まる郵送による提出はご遠慮いただきますようお願いします。
※やむを得ず郵送による場合は書留等の記録付郵便により、返信用封筒（書留等の記録付郵送によることとした
場合の郵券を貼付の上、宛名を記載）を同封いただくようお願いします。

来所による届出・申請の受付時間は　　時までとさせていただいております。

16

16

時までの提出にご協力をお願いいたします。  

 

１ 雇用保険関係におけるオンライン・システムによる事務処理 

事業所の雇用保険の事務担当者の皆さま方には、雇用されている労働者

の方の雇用保険にかかわる手続や労働保険料の納付をはじめ、さまざまな

事務手続をお願いすることとなりますので、この冊子を、積極的かつ有効

にご活用いただき、制度の円滑な運営についてご理解いただくとともに、

適切な届出にご協力をお願いいたします。

　電子申請の利用促進の取組を加速するため、ハローワークにおいても、雇用保険適用

窓口の受付を１６時までとし、１６時以降は電子申請による申請・届出の集中処理

を行うこととしました。

　電子申請処理の迅速化のため、窓口受付時間の変更についてご理解いただきますよ

うお願いいたします。また、この機会に、ぜひ便利な電子申請をご利用ください。
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第１章 ハローワーク（公共職業安定所）からのお願い 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
この を に て、できるだけ分かりやすく、説明漏れのないように

 
 

 

雇用保険関係の事務処 国をオンライ 「ハローワークシステム」に

 

 
雇用保険関係の各種届出について、とても 電子申 する事業主の方が

ていますので、 よる届出�申請をされている事業主の皆様は、 、

子申請の 用を ください P.181  

 電子申請なら、24 時間、365 日、いつでも申請 です  

 電子申請なら、 での 出のように、 時間がかかりません  

 電子申請なら、 所する手間も、 用もかかりません  

 電子申請なら、 人 の びがなく、 管理の安 が高まります  

 

 

１ 雇用保険関係におけるオンライン・システムによる事務処理 

事業所の雇用保険の事務担当者の皆さま方には、雇用されている労働者

の方の雇用保険にかかわる手続や労働保険料の納付をはじめ、さまざまな

事務手続をお願いすることとなりますので、この冊子を、積極的かつ有効

にご活用いただき、制度の円滑な運営についてご理解いただくとともに、

適切な届出にご協力をお願いいたします。 

− 1 −

　なお、ハローワークにおいては、雇用保険適用窓口(※)の来所による受付を16時ま

でとし、 16時以降は電子申請による申請・届出の集中処理を行うこととしています。
(※) 事業主などが行う申請・届出 (事業所・被保険者関係手続、雇用継続給付関係手続)が対象となります。16時を過ぎて
お持ちいただいた場合、即時処理ができませんのでご了承願います。
(※) 事業主などが行う申請・届出 (事業所・被保険者関係手続、雇用継続給付関係手続)が対象となります。16時を過ぎて
お持ちいただいた場合、即時処理ができませんのでご了承願います。


